
花時計 

 

  

◆ギュッとちゃん◆ 

（2023 年 8月末時点で利用者登録数は約 26万人） 

犯罪被害にあわれた方やご家族等の問題をより身近なものとして意識してもらうこ

とを目的に、被害者等の支援活動の象徴として活用されているシンボルマークです。 

平成 17 年 12 月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪

被害者等基本法」の成立日である 12 月 1 日以前の 1 週間（11 月 25 日～12 月 1 日ま

で）が「犯罪被害者週間」と定められています。「犯罪被害者週間」は、期間中の集中

的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要

性等について、国民の理解を深めることを目的としています。  

図案 

「花時計の植替え」（2023年度６回目（延 551回））ギュッとちゃん 

期間 

2023 年(令和５年)10 月 25 日(水曜)～2023 年(令和５年)12 月 6 日(水曜) 

使用花苗 

ベゴニア（白） １，８００株 ベゴニア（赤） ７５０株 

ベゴニア（ピンク） ３５０株 ヒューケラ（黒） １００株 

   計 ３，０００株 


